
工場の設置・変更認可を受けた事業者の方へ 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による届出 

 

１． 工事完成届出書(第９号様式) 

工場の設置・変更の工事が完成したときは、その日から１５日以内に届出が必要です。 

区では、工場が認可の内容及び条件に適合しているか検査し適合していると認められるとき

は、認定書(第１０号様式)を発行します。この認定を受けた後でなければ、当該申請にかか

わる工場又は工場の変更部分の使用を開始することはできません。 

【条例第８４条】 

２． 工場表示板(第１１号様式) 

認可を受けた者は、別紙見本の表示板を当該工場の外部から見やすい場所に掲示しておかな

ければなりません。 

【条例第８５条】 

３． 工場変更認可申請書(第７号様式) 

工場の業種、作業の種類及び方法、建物及び施設の構造及び配置等を変更しようとする場合

は、あらかじめ変更認可を受けなければなりません。手続は工場設置認可申請とほぼ同じで

す。 

工場変更認可申請手数料    １件につき  ７,６００円 

【条例第８２条】 

４． 工場氏名等変更届(第１３号様式) 

工場設置者の氏名、住所、工場の名称等の変更があったときは、その日から３０日以内に届

出の必要があります。 

【条例第８７条】 

５． 工場承継届(第１５号様式) 

工場を譲り受け、借り受けたとき、又は工場認可を受けた者について、相続又は合併、分割

があったときは、その日から３０日以内に届出の必要があります。 

【条例第８８条】 

６． 工場廃止届(第１４号様式) 

工場を廃止したときは、その日から３０日以内に届出の必要があります。届出時には、特定

有害物質取扱状況報告書にも記入・押印し提出してください。９の項も必ずご覧ください。 

【条例第８７条】 

７． 工場事故届(第１９号様式) 

事故により、工場から公害を発生させたとき、届出の必要があります。 

【条例第９８条】 

 

８． 適正管理化学物質の使用量等報告書・化学物質管理方法書(第２８号・第２９号様式) 

「適正管理化学物質」を年間 100kg以上取り扱う事業者は、前年度の使用量等を把握し、翌

年度の 4 月～6 月の間に報告してください。また、すべての適正管理化学物質取扱事業者の

うち、従業員数が 21人以上の事業者は、化学物質管理方法書を提出してください。 

【条例第１１０条第１項・第１１１条第２項】 

 

９． 土壌汚染状況調査報告書(第３２号様式) 

「特定有害物質」を取り扱い、又は取り扱ったことがある事業者は、工場を廃止、又は建物

の全部もしくは主要な部分を除却しようとするとき、敷地内の土壌の汚染状況を調査し、そ

の結果を区に届け出る必要があります。 

【条例第１１６条第１項】 
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